
 -1- 

社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関する検討会（第３回） 

令和６年５月２０日 

 

 

【清家座長】  それでは、皆様方、おそろいでございますので、ただいまから第３回社

会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関する検討会を開催いたします。 

 本日は伊藤委員、太田聰一委員、笠井委員、地下委員が御欠席と伺っております。 

 それでは、初めに次第の２にございます給与分科会の経過報告について、分科会長の稲

継委員から御報告をお願いいたします。 

 稲継委員、よろしくお願いいたします。 

【稲継委員】  稲継です。どうぞよろしくお願いします。親会のほうは、いつもオンラ

インで参加させていただいていて、今日、初めて親会のほうに対面で参加させていただき

ます。よろしくお願いします。 

 先日開催されました給与分科会では、本年夏の人事院勧告で予定されている、いわゆる

給与制度のアップデートというのがありますけれども、これを念頭に社会情勢の変化に対

応した地方公務員給与のあり方を検討するために１１月から４回の議論を重ねてきました。

メンバーは、お手元にある資料１の中間論点整理の１０ページのところにあるのが、この

メンバーになります。ここで議論した給与制度のアップデートの中で、とりわけ地域手当

につきましては、国において人事異動の円滑化ですとか、あるいは給与事務負担の軽減な

どを目的として、今のところ、今までは市町村単位で決められているこの地域手当につい

て、広域化するということが、方針が示されていて、今、検討されていると聞いておりま

す。 

 こうした国の動向を踏まえて地方公務員の地域手当に関する議論を中心に議論をしたと

ころでございます。先月、給与分科会でのこれまでの議論を通して、今後さらに検討を深

めていく主な論点について、今御覧いただいています中間論点整理を行ったところであり

ます。目次を御覧いただきたいと思います。めくっていただきまして、まず地方公務員法

等における現行の給与の考え方を確認した上で、これまでの論点を整理しているところで

あります。 

 この中で７ページを御覧いただきたいと思うのですけれども、この（３）のところです。

地方における地域手当の支給地域のあり方に関する論点整理のところで、国の地域手当の
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広域化の目的は、人事異動時の影響の緩和とか、給与事務負担の軽減ということになって

おりますけれども、市町村においては、そもそも市町村域を超えた人事異動は少数事例で

ありまして、また、広域異動に伴う給与事務負担は基本的に考えにくい。東京事務所は別

として、考えにくいものであることなど、国と地方における違いを確認しております。 

 その上で、隣のページ、めくっていただきまして８ページの上段にありますように、引

き続き地方の実態に即した地域手当の制度を実現するための支給地域の設定、補正のあり

方や地方公共団体における独自の支給割合の設定のあり方も含め、検討する必要があると

いうふうにしたところであります。この中段にありますように、中段にポツが３つありま

すけれども、一番上は都道府県単位、それから、２つ目が都道府県内の圏域単位、３つ目

が市町村単位について、現在の議論をここにまとめているところであります。 

 地域手当以外にも、この下のところです。４番のところですけれども、国において示さ

れた給与制度のアップデートの取組事項について、例えば人材確保の観点から、初任給水

準とか、若手・中堅層の給与水準を引き上げる措置や、あるいは能力、実績及び職責に基

づく給与を推進する観点から、最優秀者のボーナスの上限を引き上げるとか、管理職層の

俸給体系をより職責重視に見直すといった措置など、地方でもいくつか参考とすべきもの

があると考えられるところであります。 

 ９ページの中段のところで、中長期的に検討すべき課題として、例えば技術職とか専門

職の専門人材の確保、今、払底している状態です。土木、建築、ＩＴ人材含め、全然採れ

ない地域がかなり出ているところでありますけれども、そういうことに関して給料表自体

で適切な処遇を確保する必要があるとの議論もなされたことをここに示しております。 

 最後に、９ページ下段にありますように、給与分科会では、今後、地方公共団体からヒ

アリングを行うとともに、今後、具体化されていく国の給与制度のアップデートの内容を

注視しながら、引き続き地方公務員給与のあり方に関して検討を行っていくということに

なっております。 

 以上でございます。 

【清家座長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、何か御質問等ございましたら、よろしくお

願いいたします。よろしゅうございますか。ありがとうございます。 

 それでは、次に引き続きでございますけれども、次第３にございます地方自治の担い手

不足について、稲継委員が本年２月に日本記者クラブにおいて地方自治の担い手不足、若
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者の公務員離れについて御講演をされており、本検討会における検討課題とも密接に関連

する内容かと存じますので、恐縮でございますが、稲継委員からこの機会にその御講演内

容についてお話をいただければと存じます。稲継委員、よろしくお願いいたします。 

（稲継委員ご説明） 

【清家座長】  ありがとうございました。大変興味深いお話を承りました。これからの

議論に大変参考になるものであったと存じます。ありがとうございました。 

 それでは、次に次第４の個人のパフォーマンスの最大化に関する取組等について、事務

局から説明をお願いいたします。 

（事務局説明） 

【清家座長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの事務局からの御説明も参照しつつ、ここからは委員の皆さまから

自由なディスカッションをしていただきたいと思います。ここまでの御説明で、御質問、

御意見等ございましたらお願いいたします。また、必ずしも今御説明にあったことと直接

関係していないような問題でも、そこから派生するようなことで御意見がございましたら

ぜひよろしくお願いいたします。 

 常見委員、どうぞ。 

【常見委員】  常見です。非常に興味深い資料、ありがとうございました。大変面白か

ったです。それぞれの資料が宝の山だと思うのですけれども、まず、稲継委員の資料が大

変興味深かったのですけれども、質問、確認なのですが、国家公務員の若者の早期離職に

触れられていて、この９年間で２.７倍に離職者が増えたという資料、最後のほうになぜ

やめるのかということが書かれておりましたが、これは例えば民間企業においては、主に

人材ビジネス会社が離職理由、「人間関係」が何％みたいな形で定量的に押さえたものが

あるかと思うのですけれども、地方公務員に関して離職理由のデータは、例えば離職時に

各自治体や総務省のほうで取っていたりとか、そんなことはないですか。 

【清家座長】  どうぞ。 

【細田課長】  私どものほうでは、そういうのは取ってはいないです。 

【常見委員】  なるほど。幻想とミスマッチ、生活との両立というのは、これは考えら

れる理由ということで当たっていると思うのですけれども、具体的にこんな理由が何％と

いうように確認したわけではないのですね。 

【稲継委員】  調べられないです。はい。 
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【常見委員】  ですよね。はい。ただ、その部分が、僕、宝の山だと思っていまして、

やっぱりなぜやめるのかということを突き詰めていかないと、例えばお給料だろうとか、

○○だろうというところで、打ったところで、打ち手がずれる可能性があるんですね。御

参考までに、最近、秀逸だったのは、ある大手人材ビジネス会社が離職理由について、人

事に報告する理由と本当の理由を別々に調査し、発表したのです。人事にはキャリア形成

のためというふうに報告するのだけれども、実際は人間関係だったとか、お給料だったり

とか、ここをちゃんと押さえておくべきだなと思いました、というのが質問と確認、その

１でございました。 

 その２が、すみません、ちょっと突っ込みのようなんですけれども、所々に、これは稲

継委員が悪いわけではないんですけれども、言葉の端々に国家公務員及び地方公務員を受

験するのは選抜度の高い有名大学の学生でなくてはならないというように聞こえるような

記述があるのですね。具体的には、「九州大学の学生が多く来たが最近は受けていない」

とか「２番手、３番手の大学が来た」とか、「東京大学の受験者がゼロになった」という

ところで、これは採用活動という視点から考えると、確かにこのことは、メディアでもす

ごく話題になるし、官庁、自治体の当事者の皆さんはショックを受けていらっしゃると思

うのですが、なぜ国家公務員は東大卒でなくてはいけないのか、なぜ地方公務員は地元の

ナンバーワンの国立大学を出ていないといけないのかなど、誰が言ったわけではないんだ

けれども、その前提を疑うべきだと私は思います。 

 今、民間企業では、戦略的に採用する企業のラベルを落としていくということが行われ

ていまして、例えば何度かトヨタ、ソニー、私の古巣、リクルートも含めて、社名を伏せ

た採用というのにチャレンジしました。昔は失敗しました。なぜかというと、社名を伏せ

てみると、やっぱり学力の高いエントリーシートをうまく書ける学生が通ってしまったと

いうことで……。 

【稲継委員】  大学名ですかね。 

【常見委員】  大学名です、すみません。大変失礼しました。大学名を伏せた採用とい

うのが一時はやって、結果、書類を書くところとか、プレゼンテーション能力で、やっぱ

り有名大学が、高かったというふうになったんですけれども、最近、うまくトライした、

ある大手企業、誰でも知っている経団連会長も出たメーカーがありまして、そこは事務系

で、学校名を伏せた採用というのを成功させたのですね。 

 ポイントは何かというと、その企業らしさを要件定義しまして、今までの採用プロセス
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を徹底的に疑ったということで、嬉々として「今まで採れなかったような低い偏差値帯の

学生たちが採れた」と人事が語るのです。その人たちが活躍してくれているということで

喜んでいるという事例があるので、そもそもの要件定義が必要だということです。まさに

採用スケジュールですとか、採用の方法、もっと言うと受験ですよね。なぜ公務員試験を

受けないといけないのかとか、なぜこの試験内容なのかということを疑ってかかるべきだ

と思います。 

 最後に１つだけ、これだけ早期離職しているという問題提起は大事だと思うし、逆に採

る側から考えると、地方公務員の若者って大変な草刈り場なのですよね。基礎力が高くて、

問題意識があって、でも、ショックを受けていて、それがすりかわって、この企業のため

に頑張ってくれるのです。早期離職は、できるだけ歯止めをかけるべきなんですけれども、

これからの社会は、人は所属組織を定年を待たずに辞めるのが前提という考え方もありま

す。出入り自由な世界観、回転扉にしていくという世界観も必要だと思った次第です。す

みません、質問とコメントでございました。 

 以上です。 

【清家座長】  ありがとうございました。 

 そうしましたら、委員の皆様から一通り御意見を伺って、後でまとめて事務局、そして

稲継委員からも御回答をお願いするということにしたいと思います。では、ほかに。嶋田

委員、どうぞ。 

【嶋田委員】  大変貴重な資料と御説明、ありがとうございます。非常にいろいろなこ

とを考えさせられましたので、雑駁になりますけれども、気がついたことといいますか、

今後考えていきたいことを申し上げます。 

 ずっと私も公務におりましたので、どうすれば公務にいい人が来てくれて、辞めなくて

済むのかということを考えてきたんですけれども、最近、企業とお仕事をする機会が増え

てきまして、そうすると、そもそも企業も含めて人は採れないし辞めるという時代に入っ

ている。とにかく少ない人数で、思ったほどの質ではないということを前提に考えていく

しかないのだと痛感して、問いが少し狂っているのではないのかということを感じ始めた

次第です。 

 その関係で３つ申し上げますと、１つ目、魅力を増やすということで、最後の資料にあ

りました職員のキャリア形成支援、例えば企業の大学院等への派遣研修とか、この辺、非

常に大事だと思うのですが、その前段階として、今、人が採れないために就職活動が非常
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に長期化、しかも、重いものになっていて、大学の先生方皆さん感じていらっしゃると思

うのですけれども、勉強する場でなくなっている。学生は就活に２回生の終わりぐらいか

ら時間をかけていて、結局は専門性と言いながら、大学できっちり勉強することができな

くなっている。恐らく全ての大学でそんな事態が生じているのではないかと思います。 

 人が少なくなるから、ますます１人が高い質の仕事をしていただかなきゃいけないんだ

けれども、専門性は大学教育の中で提供できていないという問題が就活早期化のために起

きているというのが実態ではないか。これは多分、全員が損している状況ではないかと思

うんです。その意味で、どうしてもとにかく早期化、早期化という提案をされやすいので

すけれども、むしろ、全体、企業も含めて、ちゃんと大学で勉強して専門性を身につけた

者でないと駄目なのだと、それが有利なのだという方向にやはり一石を投じていかないと、

学生たちも不幸ですし、それから、入った後の組織にとっても不幸なのではないか。これ

をどこかで言っていけないだろうかと。キャリア形成も大事なんですけれども、派遣研修

以前に、せめて大学ではしっかりと勉強に専念できて、高いレベルのもの、特に理系はそ

うだと思うのですけれども、それが身につけられるような方向を訴えかけることが大事か

なと思ったというのが１点目です。 

 それから、２点目としては、そうは言っても人が足りないということを大前提とすると、

やはり仕事自体を減らしていくということ、省力化もそうですし、場合によってはサービ

スも減らしていきます、応答は全部できませんということを言っていくしかないのではな

いのか。それをなまじ管理職のマネジメントとかの問題にすると、ない袖は振れないとい

うことにもなりかねない。ですから、従来通りのサービスは提供できない前提で、いろい

ろな方面にお伝えしていかなければいけないのではないか。 

 ３つ目として、そうは言ってもやはり住民の方々がどうしても高いレベルの質でサービ

スを要求する分野があるとすると、そこにはそれにふさわしい処遇、いつも清家座長がお

っしゃっていますけれども、それにふさわしいマーケットの価格があるわけですから、そ

れを払うべきだということをしっかりと訴えていく。そういう順序ではないのかなと思い

ます。 

 とかく仕事のアピールであるとか、魅力を伝えようという話になりがちですけれども、

たまたま週末、行政学会に出ておりまして、稲継委員も出ていらしたと思うのですけれど

も。そのときにリクルートメントの議論で若者は何を求めていて、何をアピールすべきだ

というような御報告があったのですけれども、それに対しては「仕事自体の魅力が低いの
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にアピールの仕方を考えるというのは、それは詐欺広告の勧めじゃないか」みたいな御討

論もあって、そのとおりだと。アピールの仕方以前に仕事の魅力を考えていくべきですし、

もし仕事の魅力がそこまでないのであれば、無理をしてアピールをしても結果として辞め

てしまう。人は採れても、その後、失ってしまうことになるのかなと感じました。 

 雑駁ですけれども、感想でございます。 

【清家座長】  ありがとうございました。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。オンラインの方は、いかがでしょうか。それでは

まず、この会場の方からということで。 

 井上委員、どうぞ。 

【井上委員】  全町村会から出ておりますけれども、私は実際、行政のほう、携わって

いるわけでありますけれども、採用試験にも自分と５人ぐらいで採用試験を対応している

わけなんですよ。思うのは、どうしても小さい、３万２,０００の人口ですから、私もも

う４期目になっていますから、人間関係ってどうしてもできてきちゃって、大体、採用試

験のときって、地元を採ろうというふうに私は思っちゃうわけですね。なぜかというと、

防災力の強化では、あまり地方から採れない。あまり離れたところに住んでいる人を採れ

ないから、どうしても地元の人を採ろうとしますよね。そういう関係から、だんだんと自

分の中では、やっぱり地元、地元というふうに考えないほうがいいのかなとも１つ思って

いる。 

 それから、余りにもほかの、いわゆる選考委員になっている副町長であったり、教育長

であったり、そういう５人が並ぶわけですけれども、どうしても私の意見に従ってしまう

わけですね。首長の意見に従ってしまって、私のほうで１次試験が受かってきて、２次試

験で面接を受けて、大体、点が表れてくると、これでいいんじゃないのというと、もうそ

れで決まってしまう。そういうふうな内容の中では、やはり首長というのが、そういう面

接試験に入らないほうがいいのかなと、だんだん思ってきました。これはやはりいろいろ

な意味で忖度というか、そういう考えの中では、やっぱりジャッジするほうにも問題があ

るなと思いますし、その中では、やはり自分の思いと受ける受験者、いわゆるそういう人

のギャップが出てくるのかなとも思いますので、これはやっぱり自分でも反省している１

つであります。 

 今の資料の中で本当に思ったのは、採用候補者名簿の有効期間の延長というやつ、これ

については非常にいい参考資料の１つだなと思いました。これがあれば、例えば最初に民
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間を、私たちを受けていただいた後に合格でも民間に行ったと。でも、その代わり２年後、

３年後にやはり受けたいのだ、入りたいのだと思ったときに、そういう効力があるのであ

れば、これは非常にいい考え方だなと思いますので、これは採用したいなというふうに１

つ思いました。 

 それからまた違う意味の考え方なんですけれども、今、行政というか、地方の中では、

コミュニケーションがすごく薄れてしまっている。いわゆる自治会を抜けてしまうとか、

そういうふうに地区によってコミュニケーションが崩れているので、その地区をまとめる

人がいなくなってきて、その関係でカスタマーハラスメントが特に直接来るようになって

いる。ですから、地域のことで解決できないことが即行政に来てしまうわけですね。行政

が対応すると結構文句をバンバン言われるものですから、耐えられなくなってしまって、

結局、それで３か月の長期休暇に入っちゃうとか、これは本当に今どこの市町村でも多い

と思います。 

 こういう地域の行政の、行政区の中のコミュニケーションの崩れが直接職員のほうにカ

スタマーハラスメントになっているというのがありますので、これはやはり地域コミュニ

ティーをどうやって保つか、どうやってそのコミュニティーをよくするかによって、職員

のいわゆる過剰な労働関係、こういったものも改善できるのだなと思います。私的には、

コミュニケーションをこれからどうやって醸成していくのかというのが、全国の自治体の

一番大きな課題であって、それに付随して職員の働く意欲、こういったものにも当然反映

されるのだなと思いますので、やはりそういったところを行政とすれば重視するべきだな

と思いました。 

 以上です。 

【清家座長】  ありがとうございました。 

 大屋委員、どうぞ。 

【大屋委員】  まず１つ目は、これ、嶋田委員がおっしゃったとおりだと思っていて、

これだけ若い世代が減っている中で、民間との競争がある中、十分な人材確保をすること

がそもそも難しくなっているという問題意識から出発すべきであると思います。特に民間

企業のほうは、言い方は悪いですがやりたい放題であって、奨学金等も使って人材確保に

必死になっているという中で、どうしても公務員側は制限がある状況なわけですから、そ

こには一定の限界は当然にある。そうなってきたときに、あと可能であるとすれば何かと

いう話を考えるべきだと思います。その点に関して言うと、ちょっと遠い話なのですが、
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うちの業界で言いますと、裁判官の定員が埋まらない問題というのが出てきていて、これ

は何かというと、全国転勤がすごく嫌われている。 

 特に、今、共稼ぎで、しかも、同じようなキャリアの方が夫婦でくっつくという傾向が

あるものですから、２人とも裁判官だったりすると、ある時点以降、やっぱり家庭生活が

維持できなくなってくるんですね。少なくとも片方は離職してしまう。弁護士になれば、

自分の住みたいところに住めるわけですから、そういう形で、本拠を定めるような形でど

んどん人材が流出しているということは指摘されています。地方制度調査会のほうで地方

視察させていただいた際にも、やっぱりそういう話は伺っているのですが、もう新卒は競

争にならないので、Ｕターン、Ｉターンを狙っている。それは、だから、民間企業で疲れ

たタイミングを狙う。 

 特にこれは子育てとか、そういう結婚のタイミングで、広範囲で動きたくなくなった瞬

間というのが狙い目であるという話があって、特に市町村について言うと、勤務地が限定

できるというのが非常に大きなメリットになってくるので、それを中心に考えることにな

るのかなと。一方で、辛いのは都道府県で、あらゆる意味で中途半端なので、そこをどう

考えていくかという問題があるかと思います。ただし、これはやはり全体的にデュアルト

ラック化というか、それこそ３０前後で、ある職種限定でスキルを期待されて入ってくる

方と新卒からキャリア捧げるような形で、基幹要員として育っていくような方が分化する

ということを意味するかもしれないと思うところであります。 

 あと１点、補足なんですけれども、常見委員がおっしゃったことに対して、ここは事情

があってという言い訳をすると、職種によるのですが、公務員、一般職の場合、法学系が

有利なんですね。法律を勉強している学生が有利になるという構造がある中で、実は私立

の法学系の教育機関は地域的な偏りがものすごく大きくて、首都圏と関西圏、あと中京圏

にばらばらっとあるのを除くと、北海道と東北と福岡に１校ずつかしらみたいな状況にな

る。もうちょっとあるんですけれども、そういうわけで、実はほとんど、４７都道府県ほ

とんどで見ると、法律系を勉強している学生は国立しかいないという状況がある。そこか

らやっぱり、そこから受けてほしいなという発言が出てくるという背景は指摘できるのか

なと思いました。 

 以上です。 

【常見委員】  ありがとうございます。 

【清家座長】  ありがとうございました。 
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 水町委員どうぞ。 

【水町委員】  ありがとうございます。今日はたくさん刺激的なお話を伺ったのですが、

大きな比較の対象として、民間企業と公務員の違いというよりか、私が今日お伺いしたイ

メージだと、民間企業が１０年、１５年ぐらい前からすごく難しい状況に置かれて、大き

な改革を行っていることが今公務員でまさに問題になっているけれども、どうしたらいい

か分からないというような状況になっているような気がします。 

 例えば大企業と中小企業の置かれている状況って大分違うんですが、例えば国家公務員

とか地方公務員でも大きなところは、大企業の病気とかなり似ていて、これは国際競争の

中でも、このまましたら、大企業もいい人が来てくれないし、どんどん抜けちゃうという

中で、今、例えば職務給とか、いろいろな取組をして、かなり方向性が見えてきています

し、中小企業のところは、今の地方公務員とほぼ同じ状況で、もう労働市場の中での位置

づけで、人手不足で誰も来てくれないから、中小企業もこのまましていたら賃金を払えな

いというよりも、人手不足で倒産してしまうのでどうしたらいいかということをやってい

る。 

 その中で民間企業がどうしているかということで、これまで１０年、１５年ぐらいやっ

てきたことと、今、中小企業は今から本当にやろうとしていることを参考にすると、いろ

いろなことが見えてくるとは思うのですが、例えば代表的なものだけ言うと、職務給を、

特に大企業を中心に今導入しようとしていて、職務給って１つ１つの職務の価値なんです

よね。これ、能力とかではなくて、要は年功的でもなくなるし、職能的な、総合的な積み

重ねの能力ではなくて、今行っている職務に値札をつけて、それに対して払う。そして、

その場合にフリーエージェントみたいに基本的には手挙げ制で、異動も希望によって、先

ほどアメリカの自治体の例をおっしゃいましたが、日本の企業、民間企業も大企業はもう

それをやろうとしていて、なので、逆に手挙げ制になると、自分が手を挙げないで、嫌な

ら地方に強制的に転勤をされるということがだんだん少なくなってきている。 

 例えば地方に行くにしても、こういうポストで空きがあるから、こういう仕事で、これ

ぐらいの賃金の価値があるから、そして地方の手当をこれぐらいつけるからというので希

望者を募って、希望者が複数あるときには面接をして、その中で一番ふさわしい人、それ

に受からなくて１つの職務にずっといると、賃金がなかなか上がらないので、みんな勉強

したりしながらキャリアを展開していくということをやろうとしていて、やっているとこ

ろがもうかなり増えてきていますし、民間企業の大きなところって、中途採用が半分ぐら
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いになっているんですよね。新卒採用と中途採用の比率が、今、中途採用が増えていると

数字が出ましたが、やっぱりまだすごく少数で、ほぼ中途採用。新卒の人もずっといてく

れるなんて思っていないので、逆に中途採用を促進するのと同時に転職を逆に促すんです

よ。 

 キャリアサポートして、転職したいんだったら転職していい。その代わりキャリアアッ

プして、我が社での経験を次の会社で生かしてくださいというので出入り自由みたいなオ

ープンドアシステムですね。ああいうのでやるからこそ、いい人たちが来て定着してくれ

るというシステムをとっていて、労働市場とのマッチングでそれくらいの改革をしている

というのが１つと、あと中小企業さんなんかはやっぱり、新卒の人もほとんど来ないし、

賃金も上げたいんだけれども、賃金も上げられないというときに何をするかというと、賃

金以外の魅力をどうするかというので、例えばテレワークとか兼業、副業とか、あと短時

間勤務ですね。兼業、副業をしてきていいというのもそうですが、都会に余っている優秀

な４０代、５０代の人って、週１日とか週２日で、今、週休３日制とかいうのも出てきて

いるので、その人たちが地方の中小企業はテレワークで受け入れて、鳥取県でしたっけ、

月２日、週２日副社長でしたっけ、何日かだけでも副社長として受け入れる。 

 それはフルタイムではないので、週１日とかだったら、５分の１の給料でいいわけです

よ。単価をかなり高くしてもいい人に来てもらってアイディアを出してもらうとか、それ

で人手不足対応をしていたり、そういう意味で短時間勤務の人を兼業、副業も含めてどう

受け入れるかとか、いろいろな工夫があり得て、これが実は地方公務員法とか、条例の一

般的な縛りでできないかというと、多分、ほとんどできるんですよ。やろうと思えば。多

分、やっていないだけで、短時間勤務の人にどれくらい処遇をするか、フルタイム勤務が

前提になっているところで、国家公務員法も地方公務員法も短時間勤務のところはあれで

すけれども、そこは制度を変えてもらうということが必要だと思いますが、そういう形で

法律上、できないところは変えてもらう。 

 法律上できることは、やるかやらないかなので、例えばグッドプラクティス、先行的に

やっているところはどうしているのか、それがやっぱり難しいというのであれば、例えば

ノウハウを提供したりする。情報を公表したりすることによって、こういう手もあります

よということを示していくことが必要で、その教材みたいなものは日本の企業の先行例、

民間企業の先行例の中にあるし、国家公務員、地方公務員であることで、できない、およ

そできないということは大分少なくなってきているのではないかなと私は思います。 
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 以上です。 

【清家座長】  ありがとうございました。 

 三輪委員、どうぞ。 

【三輪委員】  よろしゅうございますか。恐れ入ります。ありがとうございます。稲継

委員の資料、大変すばらしい資料が入っておりまして、ありがとうございました。大変勉

強になりました。いろいろとお話を聞いておりまして、やはり先ほど来ずっとお話が出て

いますけれども、そもそも民間企業も含めてですけれども、人材の確保というのは、もう

従前に比べると非常に困難になっているというベースから考えていかなければいけないと

いう、そういうまず土台をしっかりと共通認識を持つ必要があるのだろうなということが、

今日改めて自分としても意識できた次第なんですね。 

 そこで、特に１つ１つの自治体が全て人材確保して、育成して、育て上げてということ

を独力でやるということには、おのずと限界があるのではないのかなと最近非常に思って

おります。以前、ある自治体、人口１０万前後の中規模な市ですけれども、個別に話を伺

ったときも、もうやれることはほぼやり尽くしましたと。試験の内容にしても、タイミン

グにしても、処遇もそうですけれども、自分たちの力の中でやれることは、ほぼほぼやり

尽くしましたけれども、それでも来てくれないんですということを本当に悲痛な叫びのよ

うにおっしゃっておりました。 

 これはほとんど全ての自治体に当てはまることだと思います。特に小規模自治体につい

ては、そういう事情はより強いのではないかなと思います。ですから、私は、ある程度、

そういう難しい前提にあるということを織り込んだ上で、１つ１つの自治体の努力、当然、

それは必要なんですけれども、もう少し公務員業界というと変ですけれども、全体で確保

していくということを考えていく、そういう発想ももっと必要なのかなという気がしてお

ります。例えばですけれども、ほんの小さな例ですけれども、私が現役の頃に東日本大震

災がありまして、非常に被災自治体の人材が足りないということで、全国各地から応援職

員の派遣を求めて派遣をした。ところが、そのとき、特に土木職とか、建築職とか、そう

いう方々というのは既に全ての自治体において不足気味になっておりましたので、派遣す

る側もなかなかその余裕がないというようなことがありました。 

 当然、任期付とか、いろいろな工夫は当時ももちろんしたのですけれども、１つの方法

として都道府県が市町村の専門職員も含めて、ある意味、県内の共同採用じゃないですけ

れども、人材をプールするという発想で、都道府県に常に、例えば本来、その都道府県が
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最低限必要であろうと思われるような土木職員が何十人とすると、それにプラス何人とか

というふうに常に抱えていて、それを市町村に派遣してあげるとかいうふうなことをやっ

たりしまして、そういう仕組みが今も続いているようですけれども、最近、恐らくＩＴと

か、ＤＸだと、そういうことがさらに必要なのかなという気がしますけれども、これも１

つの、要するに公務員業界――業界と言うとちょっと広過ぎるかもしれませんが、全体と

して人材を確保するというやり方だと思うんですね。 

 常日頃から例えば都道府県の職員が霞が関に２年か３年ぐらい出向して、仕事を経験し

て、その逆も、国家公務員から地方公務員、そういう交流はやっているわけですけれども、

私が今おりますのは一般財団法人ですけれども、そういう財団法人なんかへも各自治体か

ら同じように出向してきている、そういう方もおります。ですから、全体として、特に最

近、若い方がキャリアアップということに関心が非常に強いということが先ほど来出てお

りますけれども、採用なりキャリアの育成なりを１つの単体の自治体という発想にプラス

して、公務員業界全体でそういう確保していく、もしある自治体から逃げたとしても、ほ

かの自治体に行く。あるいは市から逃げたとしても県に行く、ほかの市に行く、あるいは

国家公務員に行く。逆もあり、国家公務員から出たとしても地方公務員。 

 実際に出向を経験して、新しい世界を経験して非常にある意味いい勉強になったという

ことで、その経験を生かして自分のところの本来の市でまた新しく仕事を頑張っていきた

いということが毎年のように私も拝見していますので、目先を変えるということも含めて、

その方の経験、キャリアアップという意味で言えば、ある程度広い公務員の世界の中で、

全体でキャリアアップ、育成を応援していくのだという、どうせ転職するという人が多い

という前提に立つならば、転職先を公務員の世界以外ではなくて、公務員の世界の中でな

るべく受け皿があるような、そういう世界を目指していくということも１つの道なのかな

というふうに最近思っておりまして、もう一生この役所にいるのだということが難しけれ

ば、せめて公務員の世界の中で頑張っていけるような、そういう発想を持っていけるよう

な、持っていただけるような、そういう方策もある意味有効なのかなという気がしており

ます。 

 以上でございます。 

【清家座長】  ありがとうございました。 

 それでは、オンラインから横田委員、よろしくお願いいたします。 

【横田委員】  ありがとうございます。横田です。これまでお話しいただいていた流動
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化を前提とした方策に頭を切り替えていく必要があるのではないかというところに賛成し

ているところです。 

 すみません、オンラインで参加していると、どなたがどの発言をしたのかというのが認

識し切れないので大変申し訳ないのですけれども、直前にお話しいただいた公務員の中で

の転職について。教え子が、最初、県庁に数年勤めて、次、都庁へ、また最近民間転職し

ました。さらに５年後にはまた公務員の世界に戻ってきてくれるような仕組みにできたら

いいのではないかと思いながら聞いておりました。民間企業も同様に人材の確保が厳しく

なっています。地方のプライム企業、製造業で技術職を育成したのに大手に転職し残念と

いう話もきいており、ほぼほぼ同様のことが民間の企業の中で起こっていることを考えま

す。公務員の状況が悪いから採れないのだという考え方というよりも、全ての業界が人材

確保に苦心しているという前提に立つ必要があると思います。 

 その上で、採用においては、どこが競合なのか、競合していくのか、共存していくのか

というのをしっかり見極めていかなければいけないと思います。有効期間を、３年猶予を

持っている東京都の戦略は半共存だというふうに思います。もう一つは流動化を前提とし

た仕組みになっているのかというのもしっかり見ていかなければいけないなと思います。

その上で、もしお分かりになればお伺いしたい点が、筆記試験をなくした豊田の例は、民

間との採用試験にバッティングしないようにということだったのですけれども、筆記試験

をなくすことで結果的に質はどうなったのか。いい面、悪い面あると思われます。ぜひ教

えていただきたいと思います。 

 ２つ目は、流動化が進んでいて中途が、３０代以上の採用が増えている。これは逆にい

いことではないかと私は拝見しています。要は中途でも公務員になりたいと思ってもらえ

る環境にあるという見方もできるかと思います。一方で、じゃあ、中途の人材というのは、

民間を経た人材を公務員としてどう評価しているのか。いい面、悪い面、両輪あると思い

ますので、そこは見ていかなければいけないし、中途比率が増えていったときに人事の仕

組みが中途をうまく組み込んでいけるような、そういった体制になっているのか、そこの

調整も含めてやっている自治体がどれだけあって、うまくいっているところはどこなのか

というのをぜひ確認をして共有をいただきたいと思った次第です。 

 もう１点、事務局の説明で、いただいた資料で２１ページ目の管理職の仕事の比重とい

うか、求められる能力の変化に対する部分で追加的に説明をいただきたいのですけれども、

多様な人材のマネジメントの負荷が高まっているというのは、理解できるところなのです
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けれども、大屋委員など共々参加している地方制度調査会での議論を考えると、マネジメ

ントには折衝力とか調整力とか、より地方自治体は困難な状況にあって、企画調整力とか、

そういったところがより以前よりさらに求められているという認識を少なくとも私は持っ

ています。その点が高まっていないというのが非常に何か危惧されるところで、本来的に

地方自治体の行政職の幹部が、そういった困難な課題に立ち向かっていかなければいけな

い環境下にある中で、そこにフォーカスができない環境にあるという見方をしたほうがい

いのか、そういった点ももしよろしければ御説明いただければと思いました。 

 以上です。 

【清家座長】  ありがとうございました。 

 それでは、権丈委員どうぞ。 

【権丈委員】  ありがとうございます。本日の稲継委員の充実した資料をベースにされ

たお話などをお伺いしておりまして、やはり自治体の担い手不足に関する問題、人材確保

が非常に厳しい状況にあること、また、応募者を増やす努力が相当されている中で、これ

からどうすればいいのだろうかということ、私も大変考えさせられました。生産年齢人口

が減少して、いよいよ労働力が希少になってきており、また、常見委員をはじめ、横田委

員もお話しされておりましたとおり、若い人たちを中心に転職することについての抵抗感

がなくなってきている状況を考えると、新卒採用中心から採用対象者を広げることを真剣

に考えて、今後に備え、準備していってもよいのではないかと考えております。 

 民間企業のほうでも新卒採用から経験者採用を増やす方向性を示しておりますが、地方

公務員についても、その可能性を本格的に視野に入れて情報を集め、好事例なども御提示

いただければと考えております。 

地方公務員では女性の割合が既に比較的高くなっているところですけれども、これは

民間企業に比べてジェンダー平等が早く浸透し、仕事と家庭の両立をしやすい仕組み、そ

ういった制度の充実と利用のしやすさといった面もあったように思います。最近では、民

間企業でもそうした制度も充実しておりますし、国家公務員のほうも働き方改革の中で働

きやすい職場作りを進めておりますので、そうすると、女性にとっての働きやすい職場、

ワークライフバランス面での地方公務員の優位性が薄れていくように考えております。 

 他方で、これまでのところ、正社員の経験があっても家庭に入ったり、十分に力を発揮

できる仕事に就いていない女性たちもまだ多い状況です。地方自治体においても採用枠を

広げることで、そして併せて働き方の柔軟性を高めることで、公務員の仕事に魅力を感じ
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ながらも諦めていた優秀な人たちを呼び込める余地があるのではないかと考えております。

この研究会では、非正規公務員についても視野に入れて検討すると伺ったように思います。

非正規公務員からの登用についても、現状どうなっているのか、その実態を把握して今後

のあり方を検討してもよいように思っております。 

 ポスト・コロナ期の地方公務員のあり方に関する研究会においても、経験者採用の応募

者数が増えて、倍率も高いというところを聞いておりました。今回の資料でも御紹介がご

ざいましたけれども、その内容について、もう少し細かく御提示いただけるとありがたい

と思っております。例えば一般行政職について、どの程度導入されているのか、年齢制限

は具体的にどのような分布なのか、そして経験者採用の場合の工夫などを、今回、御紹介

くださった神戸市の２０２３年からの取り組みは、まだ始まったばかりということだと思

いますが、その結果なども含めて詳しい情報や好事例を検討しつつ、考えていくことがで

きればと思っております。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【清家座長】  ありがとうございました。 

 それでは、太田委員どうぞ。 

【太田（匡）委員】  太田です。御報告や御意見を聞いていて、なるほどと思っていた

ところなのですが、素人ながらちょっと気になったところ、あるいは教えていただきたい

ところがありまして、大きく３点ですが、お伺いしたいと思います。 

 まず１点目は、恐らく水町委員がおっしゃっていたことだと思いますが、実際、やろう

と思えばかなりのことはやれるのではないか。私も地域手当などに関し、法律上は、それ

はそれなりに既にできるのではないかと思ったりしていたのですが、気になるのは他方で

財源でございまして、どちらかというと、そっちのほうがネックなのではないか。例えば

単純に考えると、公務員不足で困っているところが、例えば自分のところに来てくれたら

高い給料を出す、あるいは都道府県が過疎のところに赴任してくれたら、都市手当とは違

う考え方ですけれども、かなりの手当をつけるといったときに、それを全部自主財源でで

きるのか。ひょっとすると、できないのではないか。多分、そういうところを抱えている

ところほど苦しいのではないか。 

 そうすると、地方交付税とか使えるのかということなのですが、その基準財政需要のと

ころにそういうものを入れられるのか。入れると、いわば都市部に人件費をつけ回すとい

うような格好になるので、これは、総務省として本当にやれるのかという疑問がわきます。
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それは既に対応できていて、やることに問題がないのであれば、そういう手も考えられま

すが、地方交付税の考え方として、そこが難しいということであれば、どっちかというと

論点は公務員法制度ではなくて、金の配り方の問題になってしまうのではなかろうかとい

う気がいたします。そこは、私、現状が全然分からないので、どのように考えればいいの

かというのを補充していただけないかというのが第１点です。 

 それから、第２点が、リボルビングドアというか、要するに、流動化しているのだから、

途中で辞めて、途中で入ってくるのが典型である、それを前提に考えるのだという幾つか

の御意見に対して、私も基本そうなのだろうと思っていたのですが、転職することに伴う

キャリアアップというのが公務員の場合どうなるのかというのがよく分からないのです。

民間の場合の、民間のキャリアアップというのは、やりがいのある仕事とか、端的に給料

が上がるとか、そういうことを考える。稲継委員のおっしゃったアメリカの制度も、年金

という形ではあれ、お金がたくさんついてくるということですよね。公務員の中で、公務

組織の中で転職しながらキャリアアップをして、お金が上がるというのはどういう事態か。 

 何となく、今日お配りいただいた説明資料を見ていると、職階が上がって管理職っぽく

なっていくということのように見えるのですが、それでいいのか。結局、その管理職にな

っても大して給料が上がらないという前提があったのではないか。あるいはそういう対応

でいくと、大都市部のほうに徐々に移っていってくれるが、地方は相変わらず人手不足の

ままだということにならないか。つまり、公務組織の中で流動化していってくれるのはい

いとして、そこのキャリアアップというのは一体何なのか。例えばケースワーカーがずっ

とケースワーカーとして働いて、その専門性は上がって、キャリアアップしてケースワー

カーでい続けるというようなことは考えているのかというと、多分、考えていないのでは

ないか。スーパーバイザーになって、やがては管理職になっていくのではないのか。そこ

ら辺はどう考えているのかというのが、これは正直よく分からないので、もう少しそのキ

ャリアアップの具体的イメージを教えていただければと思います。 

 ３番目に、人手不足のときに、嶋田委員がおっしゃっていたのではないかと思いますが、

最後はそれなりに公務員を処遇してもらわないといけないのだから税金を上げることを要

求するというのは、筋論としてはそうなのですが、日本の場合、幸か不幸か、地方公共団

体が２層に分かれていますね。そういうときに地方分権、地方の役割分担のほうに跳ね返

らせることがどのような条件で考えられるか。つまり、お金が足りないのではなくて人が

足りない状況を考え、お金のように人は再分配できないとなると、人が足りないところだ
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けは都道府県に補完してもらうことが視野に入ってこないか。多分、都道府県は過疎のと

ころに人を送るのに、都道府県は都道府県で困るのだと思いますけれども。つまり、地方

公務員不足によって市町村の権限を都道府県に返上させる、あるいは事務の種類によって

は国の直接執行にするというように、地方分権体制にもう一度跳ね返らせるということは、

どこまでこれを考慮できるのか。理論的にはできるのでしょうが、現実のオプションとし

て給料を上げるのと、規模の経済を動かすべく都道府県などに補完してもらうのと、そこ

の使い分けはどういうふうに、どういうオプションとして考えればいいのか、そこら辺の

こと、議論があるのだったら教えていただければと思った次第です。 

 以上になります。 

【清家座長】  ありがとうございました。 

 それでは、黒田委員どうぞ。 

【黒田委員】  ありがとうございます。２点、お伺いしたいことと、単なる意見がござ

います。１点目は、既に皆様がおっしゃっていたリボルビングドアですか、出てはまた戻

ってくるという中で、中途採用の方もだんだん増えてきてというお話でした。具体的に退

職者再雇用の例えば制度などをチラホラお聞きしたりしますけれども、その退職者再雇用

で戻ってきた人がどれぐらいいるのかとか、先ほども別の委員からお話がありましたが、

非正規公務員からの登用がどれぐらいいるのか、という基礎的データがあると、どういう

ふうに働きかけていくと人材確保につながるのかという話になるのかなと思いました。 

 ２点目として、管理職のマネジメント負担をどう減らすかの話の流れになる、あとはメ

ンタルヘルス不調者の支援という話の流れになると思うのですけれども、いろいろやりた

いこと、やるべきことはあるけれども、資源がとても限られていてという話があると思い

ます。本検討会を開催している同じ公務員部の別の課で既に調査や対策を検討されている

とお伺いしているのですが、その地方公務員のメンタルヘルス対策の推進に関する研究会

が出されている報告書を見ると、どれもこれもすばらしいなと思うのですが、どこでその

資源というか、どこでその支援をしてくれる人を探してくるのかというのが課題なのだろ

うなと思って見ております。 

 その研究班に関わっている先生からも、かなり自治体格差があって、大きな地方自治体

であればノウハウや資源がたくさんあるのだけれども、小規模自治体だと、どこから手を

つけていいかちょっと困るという話もあると伺っております。大きい自治体からの情報提

供や、その資源の広域化を進めるような取組を始めるという話が既にあったので、ぜひほ
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かの話でも広域化の話がありましたけれども、健康管理やメンタルヘルス支援に関しても

広域化というのは進めていかざるを得ないのかなと思ってお話を伺っておりました。 

 以上です。 

【清家座長】  ありがとうございました。 

 それでは、林委員どうぞ。 

【林委員】  まず、少し話題になっている復職制度の現状をお話しすると、１回自治体

を辞めても復職できるといった制度を作っている自治体でも、基本的には元いた級、号給

に格付けることになっています。 

 同じように、公務員として復職する場合の課題は、退職手当だと思います。同一県内の

地方自治体で構成する退職手当組合というのがありまして、その中で○○市から××町と

いうケースであれば通算しているケースもあるようですけれども、基本的には一旦精算し

て払うということになっています。もしかしたら、留保制度が制度化できればいいのかも

しれません。これも別に今、自治法上できないわけではなくて、例えば都道府県から市町

村に出向、派遣される場合、戻るときにちゃんと通算しています。ただ、ない自治体もあ

り、これも自治体次第だし、促し方次第なのかなと思ってございます。 

 あと、幾つか申し上げます。これは労働組合の世界の話ですので、参考程度に聞いてい

ただけたらと思いますが、労働組合が役員を育てる、要は人材育成しているかどうかとい

うアンケートがありました。民間の労働組合では「自分は育ててもらっているという実感

がある」という回答が６割から７割占めるんですね。ところが、公務員の組合に聞くと、

二、三割ぐらいでして、半分以下なんですね。ということは、有意に人材育成ができてい

ない。これ、実は公務に起因しているのではないかなと思っています。 

 公務員の世界は人材育成が下手くそで、僕なんかも役所に入ったときに先輩がどんな仕

事をしているか、横目で見て覚えろみたいな、そういう世界でした。アンケートは労働組

合の世界の話ですけれども、公務員と民間で大分違うので、そこは何か外的な働きかけが

下手なのではないか、ないしはそもそも意識も少ないのではないかと思います。 

 もう一つは、非正規公務員の話がありました。会計年度任用職員制度が発足したのが２

０２０年です。そのときに会計年度任用職員は、学校の先生も入れて６２万２,０００人

いたんですが、３年後の２０２３年に６６万２,０００人弱ということで、ほぼ４万人近

く増えています。この３年間で正規職員の数があんまり増えていないとすると、４万人も

増えたということは、単純に考えて業務量、行政サービスの量は増えているのだろうなと
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思うんですね。ニーズとしてはですね。だけど、正規としては増やしていっていないので、

非正規公務員で対応しているということは、まず事実としてあるのだろうと思います。 

 もう１個、業務が自律的なのか、他律的なのかという問題です。今、地方自治体の現場

で一番大変と言っているのは住民税の減額です。これはもう大中小規模問わず全市町村で

やらなあかんので、税務課、システム担当で１００時間の残業をやっていますという実態

が、自治労に届いています。その意味ではワクチンの接種もそうですし、かつてのコロナ

のときの１０万円の給付もそうですが、大きい意味で他律的という要素もあって、業務量

が一定化しない。 

 政府予算で言うところの１５か月予算とか言いますけれども、補正予算を組まれると、

そこからヨーイドンでとんでもない額の予算が来ますので、それに対応しなければならな

い。その意味では、国家公務員の皆さんもそうかもしれませんが、大きい意味で他律的で、

それを非正規公務員の皆さんにも御協力いただきながらこなしているというのが現場の姿

ではないかなと思います。 

 最後です。それだけ大変なら、サービスの供給量を減らす、サービスを諦めるしかない

んじゃないのという話が何度か出るんですけれども、現場でいくとやっぱり、そんなん言

わんと何とかやってくれよというふうに言われることのほうが多いので、住民のニーズに

応えるというのはやっぱり一定是だと思うんですよね。なので、そこは業務を担う側が歯

を食いしばってでもやらなあかんことも時にはあるのではないかなと思っています。ただ

それが続くのは、極めて難しいように担い手側としては思っているということで、すみま

せん、長くなりましたが、以上です。 

【清家座長】  ありがとうございます。 

 それでは、一通り皆様方から意見をいただきました。ありがとうございます。私からも

やや労働経済学の教科書的な整理になって恐縮ですが、１つ問題提起させて頂きたいと思

います。今日の話題を考えるときにポイントになる一つの軸は、ゲーリー・ベッカーとい

う有名なノーベル賞経済学者の理論で、仕事をする際の能力、スキルを、どこの企業や組

織でも役に立つようなジェネラルスキルと、ある特定の組織や企業でしか役に立たないフ

ァームスペシフィックスキルというのに分けていることです。 

 今話題になっているＩＴ関係の技術者ですとか、あるいは教員、例えば今日ここにいら

っしゃる大学の教員の中で、転職されたことのない方はほとんどいらっしゃらないと思い

ます。皆さん、幾つかの職場を経験されていると思うのですが、教員、あるいは医師や看
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護師といった仕事はまさにこのジェネラルなスキルで、官民問わず、どこの組織において

も貢献できる。したがって、そういう人たちを引きつけるためには、他社は他の組織に負

けない市場価格を払わない限りなかなか難しい、ということになるかと思います。 

 一方、ファームスペシフィックスキルというのは、これは公務員の場合は、公務でしか

役に立たないような、あるいは公務員として特に貢献してもらわなければいけないような

能力で、先ほど三輪委員が例に挙げられた下水道の技術者といった人材の場合は、下水道

事業というのは恐らく公的にしか供給されないものなので、それを担う人材はやはり公務

の中でどのように処遇していくかということを考えなければいけないものだと思います。

恐らく三輪委員が言われたように、この上下水道の技術者を考えると、市町村レベルで雇

用を維持するのは難しいということであれば、例えば県レベルで、雇用し、必要に応じて

市町村に配置していく。そして労働条件は県レベルくらいのところで、個々の市町村のレ

ベルではなくて、処遇していくといったようなことも必要かなというように思います。 

 いずれにしても、公務についても一般的な能力すなわちジェネラルなスキルで考えるの

か、公務でしか役に立たないファームスペシフィックで考えるのかということで、少し対

応は違ってくると思います。恐らく公務のいわゆるキャリアパス、管理職のパスを上がっ

ていくような仕事というのは、例えば地方自治体で言えば、さっき議員さんの話もありま

したけれども、議員への対応とか、そんなようなことはあまり民間企業で必要とされる能

力ではなく、特にこれは単にその時々の議員対応だけではなくて、議員との人脈をつない

でおくとかいったようなことは、個々の役所でしか役に立たない能力でしょうから、そう

した人たちをどのように確保するかというのも、別途考えなければいけないかなと思いま

した。 

 もう一つ忘れてならないポイントは、やはり公務員が本当に不足しているのであれば、

これは量的にも、質的にもそうですけれども、雇い主である国民なり住民はそれをどう考

えるかということですね。林委員が言われたように、首長さんとか議員さんは客商売なの

で、できないということは言い難いかもしれませんけれども、最終的に公務員に誰も応募

してくれなくて、住民サービスが滞れば一番困るのは住民なので、そのときになって初め

て気づくというか、もっと公務員を大切にしておけばよかったというふうに思うのでしょ

うけれども、そうなる前にそれをきちんと理解してもらうような方策を講じておくという

ことはどうしても必要だと思います。 

 それでは、委員の皆さんから幾つか質問等があったかと思いますので、委員の皆さん方
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の間での討議も含めてお答えいただければと思います。では、まず委員同士のディスカッ

ションということで、稲継委員への御質問について恐縮ですけれどもお願いできますでし

ょうか。 

【稲継委員】  たくさん御意見が出て、なるほどなと思う意見がほとんどだったのです

けれども、まず、常見委員が、大学名を伏せる試験についてお話がありました。自治体で

も幾つかやっているんですよ。性別欄も消して、大学名も消してやっているところがかな

り出ているんですけれども、それは常見委員がおっしゃった、前の段階のやつなので、必

ずしも実は成功していないと思います。でも、今、大企業とかでやっている、成功してい

る例をどうやって自治体でもやっていくのかなという、そういう話になるかなと思いまし

た。 

 それから、嶋田委員が幾つか発言された中で、サービスを減らすというのがやはりこれ

からの自治体としては大事なことかなと私は思っていて、今月初めに近畿市長会というと

ころでお話をするように話があって、それはまさにそのテーマで、市長にも、近畿市長会

って１１２市長が参加しているんですけれども、ガンバスタジアムでありました。非常に

珍しいところであったのですが、そこでいろいろな事例も紹介いただいたんですけれども、

西宮市が開庁時間を３０分短縮して早めに切り上げる。銀行が３時に閉めて５時まで働い

ているのと同じように、５時半だったかな、５時半までが勤務時間だけど５時にもう閉め

ちゃって、そこで、あとは５時半までは事務処理でやる。そういうことをやって、相当反

発もあったようですけれども、それでやり始めた。１つの手法かなと思います。太田委員

がおっしゃった国に引き上げる、あるいは県に引き上げるというのも、それはあり得るの

かもしれないけれども、まずは目に見えるところで量自体を減らすという、そういう取組

がいろいろあってもいいのかなと思いました。 

 それから、井上委員がおっしゃった町長が入っていると、ほかの委員が遠慮してなかな

かそれに従ってしまうというのはまさにそのとおりだと思います。上のほうの人が入って

いると遠慮して、忖度して、それと同じような結果を出してしまうということになってし

まうので、スペックをはっきり町長のほうで決めておいていただくと、そのスペックに基

づいて、これ、民間に投げてもいいと思うんですね。面接官を。別に町の職員がやる必要

はなくて、民間企業の人に来てもらって、地元の会社の社長にやってもらったりしている

ような自治体もあります。いろいろな形、あるいはコンサルに来てもらうとか、そういっ

た面接試験をやっているところもありますし、これはいろいろ工夫の余地はあるのかなと
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思いました。 

 それから、水町委員がおっしゃった１５年前とかの民間の悩みが今自治体にやってきて

いるのだというのは、まさに私もそうだなと思っていて、それをどうやってやるのかとい

うことを自治体として、そういう事例を実は知らないんですね。民間がどういうふうに取

り組んできたか。なので、そういう事例を先ほど総務省のほうで出してもらった何とかガ

イドブックみたいな感じで、事例集みたいなのが、もしできると自治体のほうも非常に参

考になるのかなと思いました。 

 大屋委員がおっしゃっていた中で、そもそも人が採れない時代に入っている。それから、

民間はやりたい放題で、公務のほうは非常にいろいろな制限がどうしてもあるということ

からすると、それをどうやって克服するのかなという、かなりもう少しレベルの高い議論

をしないと、今、採れないからこれをやりますとか、広告を打ちますとか、何たらかんた

らという小手先のことでは全然もう立ち行かないところまで、実はもう違うフェーズのと

ころに来ているので、それに対応しなければならないのかなと思っています。 

 自治体の中でもかなり頑張って、例えば奈良県の生駒市なんかは、市長があちこちのリ

クルートブースに出かけていってリクルートしてやっているので、１０人の募集で１,０

００人ぐらい年間応募してくれるらしいんですけれども、それもいつまでも小紫さんが市

長かどうかも分からないし、そうすると途端に減ってしまうかもしれないとか、非常に俗

人的になってしまってもいけないので、どういうふうに今の人不足の中で自治体が人を確

保するのかということを本当に真剣に考えていくところに来ているのかなと思います。 

 そんなことで言うと、やはり大きな自治体は有利ではあるんですね。小規模、中規模の

自治体はやっぱりかなり苦労しているところで言うと、先ほど三輪委員がおっしゃったよ

うに、個別の自治体で人を採ろうとするところがどうしても限界があるので、それは全体

で確保するという発想も必要だとおっしゃって、なるほどなと思いました。今までそうい

う仕組みは、実は個別の４つ５つの近所の自治体で共同採用試験とか、そういうことはや

ってきたのですが、この話はもっと全然レベルの違う話で、退職手当を通算するとか、そ

ういうレベルまで来ちゃうような話なんですね。どこ渡り歩いても大丈夫だしみたいな、

そういう話になっているのかなと思います。それをどういう法制度で、どういうふうな仕

組みで作っていくのかは、かなり多分、これは克服しなければならない部分が幾つか出て

くると思いますが、そこまでやらないとやっぱり人が採れない時代がもう１０年後に確実

に迫ってきている。今がもう本当に瀬戸際のところなので、何とかしなければならないな
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というふうにお話を聞いていて思いました。 

 横田委員が筆記試験をなくしたところで入った人の能力はどうなのかということで、定

量的な分析は、やっているところは全然ありません。ありませんが、聞き及ぶところによ

ると、例えば豊田市では非常に面白い人が採れたし、バリバリ働いてくれる人が採れてい

る。ただ、中にはとんでもない人もいる。それはちょっと難しいところで、評価が非常に

難しいんですね。あと、大阪府、続いて大阪市は２０１０年度、１１年度ぐらいに従来の

Ａ日程を完全にやめて、５月の連休ぐらいに採用試験をやって、しかも、エントリーシー

トと係長級による面接だけで１次試験をやるということを始めました。２次試験でもやは

り面接だけで、３次でＳＰＩをＡ日程にぶつけてやる。その直前の１週間で幹部面接をや

るという、そういう３回の面接と、それから、ＳＰＩでということをやったんですね。 

 つまり、今までのような法律、民法とか行政法の試験は全くなくすという、大変大きな

切替えでした。今までになかったような学部の人たちがたくさん入ってくれた。これは福

祉学部ですとか、あるいは工学部とか、そういった人たちもたくさん入ってきてくれた。

そして、非常にやる気のある人たちが来てくれたという、いいプラス面がある反面、やは

り法律が全然、ゼロスタートだと、とてもしんどい部署もあるので、そこへの配属がとて

もやりにくくなっているという話も、これは人事担当から聞いたところです。 

 再採用の話とかもちょっと出ておりました。私も数は把握していない。ひょっとしたら、

事務局、持っておられるかもしれませんが、前勤めていたところに同じ条件でほぼ無試験

で、面接を受けるだけで入れますよということをいろいろな県が始めて、これは、私はい

いことだと思います。どうしても子育てで辞めますと、辞めた人が、そのスキルはすごく

あるので、５年間、子供がもう小学校に行き出したので戻りたいといったときに、今まで

は一から試験を受けなければならなかったんですけれども、それが再採用試験ということ

で面接だけで通るような試験が、いろいろな自治体でやり始めているのは、私はとてもい

いことかなと思っています。 

 大体、コメントできましたか。 

【清家座長】  ありがとうございました。 

【稲継委員】  すみません、漏れているかもしれません。 

【清家座長】  稲継委員ありがとうございました。あとよろしいですか。委員の方から

何かお互いに。どうぞ、水町委員。 

【水町委員】  民間の改革を参考にするときに２点だけお話しさせていただくと、財源
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の話がありましたが、実は職能給、年功的な職能給から職務給に、市場価値、職務価値に

今、賃金制度を切り替えている多くの会社にヒアリングをすると、基本的に総額人件費は

大きく上げないで一定のまま、要は賃金の組み替えをして、若い人でもすごい能力、すご

い仕事ができる人には高くするとか、その組み替えをすることで財源の工夫はいろいろで

きるのではないか。 

 ただし、じゃあ、働き方の柔軟化をするときに、公務員で何が問題になるかというとや

っぱり、定員問題ですね。定員管理、今、短時間で働く人はレギュラーの職員ではないと

いう形で対応していますが、これから週１日勤務とか、短時間勤務の人が入ってきて、こ

の人たちも活躍してもらわなきゃいけないので、レギュラーな働き方というものの定員管

理のあり方、国家公務員と違って地方公務員の定員管理は、いろいろな工夫ができると思

うので、そこをどうするかというところが多分、１つ大きな制度的なネックになるのかな

と。 

 あと、改革のときにノウハウをどうするかって、すごく大切で、民間企業が職務給を導

入するときにノウハウをどこから借りているかというと、やっぱりコンサルティング会社

なんですよ。大きなお金をそこに払って、コンサルティング会社から市場価値で職務給を

設定するのだったら、どうやって値札をつけていいかといっていますが、これは多分、自

治体はコンサルティング会社にたくさんのお金を払って、ノウハウの提供を受けるという

のは難しいので、こういうのはやっぱり総務省でやるか、それとも総務省を基盤にした公

的なプラットフォームを作って、そこからノウハウを提供してあげるというシステムを作

るということがやっぱり大きな制度的な工夫かなと思います。 

 以上です。 

【清家座長】  ありがとうございました。 

 それでは、事務局にも幾つか御質問あったと思いますので、お答えいただけますでしょ

うか。それでは細田課長、よろしくお願いいたします。 

【細田課長】  横田委員からお話がございました２点目の管理職に求められる能力とい

うことで、地制調で御議論いただいているようなものと、今回、アンケート調査で見た中

での比較というお話がございましたが、確かに聞き方は、アンケートの取り方も確認をし

てみないといけないのかなと思いますが、先ほど御覧いただいた図の左下にあるようなも

のこそ、むしろ、各地域に求められているようなものではないかというのは、まさに賛同

させていただくところでございまして、右上の部下とのコミュニケーションとか、その辺



 -26- 

りはさらに最近求められていることとしてアンケートの中で出てきている基本的なものと

して御理解いただければなと考えてございます。 

 あと、今ほど話題にも出ましたけれども、いわゆる常勤の職員と、あと非常勤の方、非

正規というような表現もあるのかもしれませんけれども、この辺りにつきましては、非正

規の方につきましても、今回の検討会で視野に入れていくというのはあろうかと思います

けれども、具体的に前の職務経験がどうだったかとか、その辺りについては、私どもで悉

皆的に把握をしているものではございませんので、御了解いただければと考えてございま

す。 

 あと、太田委員から御指摘いただきました分権との関連等につきまして、考え方が十分

整理しておりませんので、また機会を改めて御報告できればと考えております。 

 以上でございます。 

【清家座長】  ありがとうございました。 

 ほかには、よろしゅうございますか。それでは、次に次第の６にございます今後の進め

方について、事務局から御説明をお願いいたします。 

（事務局説明） 

【清家座長】  ありがとうございます。 

 今後の進め方について、よろしゅうございましょうか。ありがとうございます。それで

は、今後の進め方については、ただいま細田課長から御説明があったような形にさせてい

ただければと存じます。 

 なお、今御説明がございました今後設置予定の２つの分科会につきまして、恐縮でござ

いますけれども委員の皆様にはいずれかの分科会に御所属いただきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。分科会に関する詳細につきましては、追って事務局か

ら連絡をしていただくことといたします。 

 本日、予定しておりました議事は以上となります。最後に次回の検討会について、事務

局から御説明をお願いします。 

【細田課長】  次回の検討会におきましては、先ほど御説明させていただきましたとお

り、時代に即した組織・人員体制の構築をテーマにさせていただきまして、御議論いただ

きたいと考えてございます。個人のパフォーマンスの最大化に関しましては、本日いただ

いた御意見等につきまして、事務局において整理させていただきまして、主に今後立ち上

げ予定の分科会において資料をお示しして、さらに御議論いただきたいと考えてございま
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す。 

 次回の開催日時につきましては、担当の職員からメールにて照会をさせていただきます

けれども、この夏めどで分科会の開催、御相談させていただくことになると考えてござい

ます。 

 最後に本日の議事要旨につきましては、公表前に構成員の皆様方に御確認いただきたい

と考えてございます。できる限り速やかにお送りいたしますので、御協力の方、よろしく

お願い申し上げます。 

 以上でございます。 

【清家座長】  ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして本日の会議を終了とさせていただきます。本日は、ありが

とうございました。 


